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国民年金保険料の
　 免除制度

「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違い

納　付 全額免除 一部免除
若年者納付
猶予（学生
納付特例）

未　納

老齢・障害・
遺族基礎年
金の受給資
格期間に…

含まれる 含まれる 含まれる（注 2） 含まれる
含まれ
ない

老齢基礎年
金額の計算
に…

含まれる 含まれる（注 1）
含まれる
（注 1、2）

含まれ
ない

含まれ
ない

注 1  　保険料を納めた場合と比べて、受け取る年金額が少なく
なります

注 2  　免除の減額後の保険料を納めないと「未納」と同等の扱
いとなります

所得が少ないときや失業などにより保険料を納めることができ
ない場合には、免除（全額・一部）申請、若年者（30歳未満）
納付猶予申請、学生納付特例申請があり、申請月の 2年 1カ月
前の月分までさかのぼって申請できます

苫小牧年金事務所　@J（36）6135
市国保課　　　　　@J（32）6429
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